
令和４年（２０２２年）１１月７日

建 設 委 員 会 資 料

都 市 基 盤 部 都 市 計 画 課

令和４年度（２０２２年度）第３回中野区都市計画審議会について

標記の件について、下記のとおり開催したので報告する。

記

１ 開催日時

令和４年（２０２２年）１０月２０日（木）午後２時から

２ 開催場所

中野区役所 ４階 区議会第１・２委員会室

３ 諮問事項

《上高田四丁目１７番～１９番地区に係る都市計画案について》

（１）東京都市計画地区計画上高田四丁目１７番～１９番地区地区計画の決定について

（中野区決定）

（２）東京都市計画高度地区の変更について（中野区決定）

（３）東京都市計画用途地域の変更について（東京都決定）

４ 報告事項

（１）弥生町二丁目１９番の一部における防災街区整備事業に関する都市計画の原案に

ついて

（２）中野四丁目新北口駅前地区におけるこれまでの検討状況と今後の都市計画手続き

について

５ その他

（１）事務連絡（次回日程等について）

以 上



令和４年（２０２２年）１０月２０日

都 市 計 画 審 議 会 資 料

まちづくり推進部まちづくり計画課

上高田四丁目１７番～１９番地区に係る都市計画案について

１ 都市計画案の名称

（１）東京都市計画地区計画上高田四丁目１７番～１９番地区地区計画の決定に

ついて（中野区決定）

（２）東京都市計画高度地区の変更について（中野区決定）

（３）東京都市計画用途地域の変更について（東京都決定）

２ 都市計画案の概要

（１）東京都市計画地区計画上高田四丁目１７番～１９番地区地区計画≪決定≫

名称 上高田四丁目１７番～１９番地区地区計画

面積 約２．５ha

（２）東京都市計画高度地区≪変更≫

（３）東京都市計画用途地域≪変更≫

３ 都市計画案の理由

理由書（別紙１－１～３）のとおり

変更箇所 変更前 変更後 面積

中野区上高田

四丁目地内

第１種高度地区 第２種高度地区 約１．６ha

変更箇所 変更前 変更後 面積 備考

中野区上

高田四丁

目地内

第１種低層住居

専用地域

建蔽率 ６０%

容積率 １５０%

高さの限度 １０ｍ

敷地面積の

最低限度 ６０㎡

第１種中高層住居

専用地域

建蔽率 ６０%

容積率 ２００%

高さの限度 －

敷地面積の

最低限度 ６０㎡

約１．６ha 用途、容積

率 及 び 高

さ の 限 度

の変更



４ 都市計画案

（１）東京都市計画地区計画上高田四丁目１７番～１９番地区地区計画

別紙２－１のとおり

総括図（１頁）、計画書（３頁）、位置図（６頁）、計画図（７頁）

（２）東京都市計画高度地区

別紙２－２のとおり

総括図（１頁）、計画書（３頁）、位置図（６頁）、計画図（７頁）

（３）東京都市計画用途地域

別紙２－３のとおり

総括図（１頁）、計画書（３頁）、位置図（５頁）、計画図（６頁）

５ 都市計画案の概要

別紙３のとおり

６ 当該都市計画案の経緯

７ 上高田四丁目１７番～１９番地区に係る都市計画案に対する意見の要旨及び区の見解

別紙４のとおり

８ 今後の予定

１１月１８日 東京都都市計画審議会予定（用途地域）

１２月中旬 都市計画決定（告示）予定

地区計画住民原案申出 令和４年４月１日

地区計画原案説明会 令和４年７月１４日、７月１６日

地区計画原案の公告・縦覧

（図書の縦覧者 ３名）

令和４年７月５日～７月１９日

地区計画原案の意見書の提出受付

（意見書提出数 ０件）

令和４年７月５日～７月２６日

都知事協議回答（意見なし） 令和４年８月３０日

地区計画等案説明会 令和４年９月１５日、９月１７日

地区計画等案の公告・縦覧、意見書の提出受付

（図書の縦覧者 １名、意見書の提出 ７件）

令和４年９月２１日～１０月５日



別紙１－１



別紙１－２



都市計画の案の理由書

１  種類・名称

  東京都市計画用途地域（中野区分）

（上高田四丁目１７番～１９番地区地区計画関連）

２  理  由

 本地区は、西武新宿線新井薬師前駅の南東に位置し、東中野駅、落合

駅及び中井駅に近接し、都心への交通利便性が高い地区である。  

 中野区都市計画マスタープランでは、中層住宅地区に位置付けられて

いる。また、住宅市街地の開発整備の方針では、重点地区（上高田四丁

目地区）に位置付けられており、敷地を有効活用することで、住環境の

整備及び多様な機能が調和した街区の形成を推進し、地域の活性化を図

ること並びに周辺環境との調和を図りながら土地の高度利用を図ること

とされている。  

本地区の西側に位置し、大規模敷地を有する集合住宅は、オープンス

ペースや緑化空間が充実していることから、地域の良好な環境形成に寄

与している。  

 また、本地区の東側には、長期未開設の都市計画公園があり、貴重な

広がりのある空間がいかされていない。当該公園の南側には、狭あい道

路にのみ接道する集合住宅や接道が不十分な小規模宅地が存在する。ま

た、本地区の地形には高低差があり、南北方向の歩行者交通のための空

間が不十分であることから、歩行者ネットワークに課題を抱えている。  

こうした中、上高田四丁目団地管理組合法人から中野区に対して、マ

ンション再生を契機とした地区計画の住民原案の申出があった。当該申

出は、行政計画や当該地区の現状と課題を踏まえた内容であることから、

中野区では面積約２．５ヘクタールの区域について、申出内容を踏まえ

た地区計画を決定することとなった。  

このような背景を踏まえ、上高田四丁目１７番～１９番地区地区計画

の決定に伴い、土地利用上の観点から検討した結果、面積約１．６ヘク

タールの区域について、用途地域を変更するものである。  

別紙１－３



（ ）東京都市計画地区計画上高田四丁目１７番～１９番地区地区計画の決定 中野区決定

別紙２－１





決定箇所

東京都市計画地区計画
（中野区決定）総括図
上高田四丁目１７番～１９番地区地区計画

中野区上高田四丁目地内

１



２



東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
（
中
野
区
決
定
）

都
市
計
画
上
高
田
四
丁
目
１
７
番
～
１
９
番
地
区
地
区
計
画
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。

名
称

上
高
田
四
丁
目
１
７
番
～
１
９
番
地
区
地
区
計
画

位
置
※

中
野
区
上
高
田
四
丁
目
地
内

面
積
※

約
２
．
５
ｈ
ａ

地
区
計
画
の
目
標

本
地
区
は
、
中
野
駅
か
ら
北
東
に
約
1
.5
ｋ
ｍ
の
距
離
に
位
置
し
、
最
寄
り
駅
で
あ
る
西
武
新
宿
線
新
井
薬
師
前
駅
が
北
西
約
4
50
ｍ
に
位
置
す

る
ほ
か
、
東
中
野
駅
や
落
合
駅
、
中
井
駅
に
も
近
接
し
、
都
心
へ
の
交
通
利
便
性
が
高
い
地
区
で
あ
る
。

本
地
区
の
南
側
一
帯
に
は
防
災
上
の
課
題
を
抱
え
る
木
造
密
集
地
域
が
広
が
っ
て
い
る
。
一
方
、
地
区
の
一
部
及
び
北
側
の
隣
接
地
に
は
広
域
避

難
場
所
（
哲
学
堂
公
園
一
帯
）
や
避
難
所
（
第
五
中
学
校
）
が
あ
り
、
防
災
上
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。
本
地
区
は
こ
の
２
つ
の
エ
リ
ア
の
間
に
位

置
し
て
お
り
、
旧
耐
震
基
準
に
よ
る
集
合
住
宅
が
集
積
し
た
地
区
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
地
区
の
西
側
に
位
置
し
て
、
大
規
模
敷
地
を
有
す
る
集
合
住
宅
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
や
緑
化
空
間
も
充
実
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
地
域
の
良
好
な
環
境
形
成
に
寄
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
敷
地
内
の
広
場
は
、
中
野
区
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
、
上
高
田
高
層
団
地
防

災
会
の
防
災
活
動
拠
点
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
敷
地
内
に
は
防
災
性
に
課
題
の
あ
る
斜
面
地
が
現
存
し
て
い
る
。

一
方
、
本
地
区
東
側
に
は
、
長
期
未
開
設
の
都
市
計
画
公
園
が
あ
り
、
貴
重
な
広
が
り
の
あ
る
空
間
が
い
か
さ
れ
て
い
な
い
。
当
該
公
園
の
南
側

に
は
、
狭
あ
い
道
路
に
の
み
接
道
す
る
旧
耐
震
基
準
に
よ
る
集
合
住
宅
や
接
道
が
不
十
分
な
小
規
模
宅
地
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
本
地
区
の
地
形
に

は
高
低
差
が
あ
り
、
南
北
方
向
の
歩
行
者
交
通
の
た
め
の
空
間
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

本
地
区
は
、
中
野
区
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
は
、
中
層
住
宅
地
区
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
住
宅
市
街
地
の
開
発
整
備
の
方
針
で

は
、
重
点
地
区
（
上
高
田
四
丁
目
地
区
）
に
位
置
付
け
ら
れ
、
敷
地
を
有
効
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
環
境
の
整
備
及
び
多
様
な
機
能
が
調
和
し

た
街
区
の
形
成
を
推
進
し
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
地
区
及
び
周
辺
地
域
の
状
況
を
踏
ま
え
、
以
下
の
よ
う
な
市
街
地
形
成
を
図
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

１
防
災
性
の
高
い
地
区
を
形
成
し
、
広
域
避
難
場
所
等
と
連
携
す
る
一
体
的
な
防
災
拠
点
の
形
成

２
集
合
住
宅
の
再
生
等
に
よ
り
土
地
の
有
効
利
用
を
図
り
、
多
様
な
世
代
が
快
適
に
生
活
で
き
、
み
ど
り
豊
か
で
良
好
な
環
境
の
形
成

３
安
全
で
快
適
な
歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
地
区
内
公
園
等
を
つ
な
ぐ
み
ど
り
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成

４
都
市
計
画
公
園
の
整
備
に
併
せ
た
公
共
施
設
の
再
編
等
に
よ
り
、
公
園
・
道
路
等
の
機
能
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
安
全
で
快
適
な
歩
行
者

空
間
を
形
成
す
る
こ
と
で
、
み
ど
り
豊
か
な
住
環
境
を
形
成

区 域 の 整 備 、 開 発 及 び

保 全 に 関 す る 方 針

土
地
利
用
の
方
針

a
大
規
模
敷
地
を
有
す
る
集
合
住
宅
の
建
て
替
え
に
あ
わ
せ
た
適
正
な
土
地
の
有
効
利
用
に
よ
り
、
広
場
や
緑
化
空
間
等
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス

を
確
保
し
、
み
ど
り
豊
か
で
良
好
な
住
環
境
の
形
成
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
の
防
災
性
の
向
上
を
図
る
。

b
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
は
、
防
災
関
連
施
設
の
設
置
や
円
滑
な
避
難
活
動
に
寄
与
す
る
空
間
を
形
成
し
、
北
側
に
位
置
す
る
避
難
所
等
と
連
携

し
た
防
災
拠
点
の
形
成
を
図
る
。

c
旧
耐
震
基
準
に
よ
る
集
合
住
宅
の
建
て
替
え
に
よ
り
、
敷
地
の
安
全
性
を
確
保
し
、
地
域
の
安
全
性
向
上
に
寄
与
す
る
。

d
都
市
計
画
公
園
の
整
備
に
併
せ
た
公
共
施
設
の
再
編
等
に
よ
り
、
公
園
・
道
路
等
の
機
能
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
安
全
で
快
適
な
歩
行
者
空

間
を
形
成
す
る
こ
と
で
、
み
ど
り
豊
か
な
住
環
境
を
形
成
す
る
。

地
区
施
設
の
整
備
の
方
針

１
区
画
道
路

・
都
市
計
画
公
園
の
整
備
に
併
せ
て
道
路
の
配
置
替
え
を
行
い
、
公
園
の
中
央
を
分
断
す
る
道
路
を
廃
止
し
て
公
園
周
囲
に
道
路
を
配
置
す
る
。

３



ま
た
、
整
備
の
際
に
は
、
隣
接
す
る
都
市
計
画
公
園
と
連
携
し
た
歩
車
共
存
道
路
と
し
て
整
備
す
る
と
と
も
に
、
接
続
す
る
既
存
道
路
と
の
交

差
部
の
安
全
に
も
配
慮
す
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
公
園
機
能
の
拡
充
、
歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
保
、
隣
接
す
る
宅
地
の
接
道
状
況
の
改
善
な
ど
、
土
地
利
用
の
健
全
化

と
防
災
性
の
向
上
を
図
る
。

２
緑
道

・
み
ど
り
が
感
じ
ら
れ
る
ゆ
と
り
あ
る
歩
行
者
空
間
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
高
低
差
の
あ
る
地
区
の
南
北
方
向
の
歩
行
者
交
通
を
円
滑
化
し
、

地
区
内
外
の
緑
化
空
間
を
つ
な
ぐ
み
ど
り
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
図
る
。
ま
た
、
高
低
差
の
あ
る
地
区
内
公
園
の
連
携
を
強
化
し
、
公
園

機
能
の
向
上
を
図
る
。

・
災
害
時
の
円
滑
な
避
難
活
動
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
、
防
災
性
の
向
上
を
図
る
。

３
公
園
（
上
高
田
台
公
園
）

・
地
域
住
民
の
憩
い
の
場
・
交
流
の
場
、
災
害
時
の
避
難
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
の
機
能
の
維
持
・
向
上
を
図
る
。

４
広
場

・
地
域
の
憩
い
の
場
と
な
る
と
と
も
に
、
隣
接
す
る
広
域
避
難
場
所
や
避
難
所
と
連
携
し
、
か
ま
ど
ベ
ン
チ
、
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
等
の
防
災
関

連
設
備
を
備
え
た
防
災
性
を
向
上
さ
せ
る
広
場
を
整
備
す
る
。

５
緑
地

・
植
栽
や
樹
木
等
と
壁
面
の
位
置
の
制
限
に
よ
り
確
保
さ
れ
る
歩
行
者
空
間
を
一
体
的
に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
斜
面
地
の
緑
化
に
よ
り
、
潤
い

の
あ
る
み
ど
り
豊
か
な
沿
道
景
観
を
形
成
す
る
。

建
築
物
等
の
整
備
の
方
針

１
敷
地
内
に
有
効
な
空
地
を
確
保
し
、
防
災
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
ゆ
と
り
の
あ
る
良
好
な
住
環
境
の
形
成
を
図
る
た
め
、
建
築
物
の
敷
地
面

積
の
最
低
限
度
を
定
め
る
。

２
圧
迫
感
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
安
全
で
快
適
か
つ
防
災
上
有
効
な
歩
行
者
空
間
を
確
保
す
る
た
め
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
を
定
め
る
。

３
地
区
の
良
好
な
街
並
み
形
成
を
図
る
た
め
、
建
築
物
等
の
形
態
又
は
色
彩
そ
の
他
意
匠
の
制
限
を
定
め
る
。

４
敷
地
内
の
緑
化
を
推
進
し
、
潤
い
あ
る
街
並
み
を
形
成
す
る
た
め
、
垣
又
は
柵
の
構
造
の
制
限
及
び
土
地
利
用
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
。

５
本
地
区
に
お
け
る
み
ど
り
の
保
全
と
創
出
を
図
る
た
め
緑
化
率
を
定
め
る
。

６
建
築
物
等
の
配
置
及
び
形
状
等
は
、
周
辺
市
街
地
へ
の
日
影
環
境
や
圧
迫
感
の
軽
減
に
配
慮
す
る
。

地 区 整 備 計 画

位
置

中
野
区
上
高
田
四
丁
目
地
内

面
積

約
２
．
１
ｈ
ａ

地 区 施 設 の 配 置 及 び 規 模

種
類

名
称

面
積

幅
員

延
長

備
考

道
路

区
画
道
路

―
４
ｍ

約
１
８
０
ｍ

新
設
（
一
部
、
廃
止
）

公
園

公
園

（
上
高
田
台
公
園
）

約
８
４
０
㎡

―
―

既
存

そ
の
他
の

公
共
空
地

緑
道
１
号

―
４
ｍ

約
１
５
ｍ

一
部
、
新
設

区
有
通
路
及
び
壁
面
の
位
置
の
制
限
に

よ
り
確
保
さ
れ
る
歩
行
者
空
間
部
分

緑
道
２
号

―
４
ｍ

約
１
１
０
ｍ

緑
道
３
号

―
４
ｍ

約
４
５
ｍ

新
設
（
緑
地
、
階
段
等
を
含
む
）

広
場

約
３
５
０
㎡

―
―

新
設

４



「
区
域
、
地
区
施
設
の
配
置
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
は
、
計
画
図
表
示
の
と
お
り
」

理
由
：

集
合
住
宅
の
再
生
等
を
契
機
に
、
土
地
の
有
効
利
用
を
図
り
、
緑
豊
か
で
良
好
な
居
住
環
境
や
防
災
性
の
高
い
安
全
・
安
心
な
地
区
を
形
成
す
る
た
め
地
区
計
画
を
決
定
す
る
。

緑
地
１
号

約
４
０
０
㎡

―
―

既
設

緑
地
２
号

約
３
０
０
㎡

―
―

既
設

緑
地
３
号

約
９
０
０
㎡

―
―

新
設

建 築 物 等 に 関 す る 事 項

建
築
物
の
敷
地
面
積
の

最
低
限
度

５
，
０
０
０
㎡

た
だ
し
、
公
共
施
設
等
公
益
上
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

ま
た
、
建
築
基
準
法
第
８
６
条
に
定
め
る
一
の
敷
地
と
み
な
す
こ
と
等
に
よ
る
制
限
の
緩
和
を
適
用
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
当
該
一
団
地
を

一
の
敷
地
と
み
な
し
適
用
す
る
。

壁
面
の
位
置
の
制
限

建
築
物
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
ま
で
の
距
離
は
、
計
画
図
３
に
示
す
壁
面
線
を
超
え
て
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
壁
面
後
退
に
よ
る

空
地
は
、
樹
木
や
緑
地
、
土
地
の
高
低
差
等
に
配
慮
し
な
が
ら
歩
行
者
空
間
を
確
保
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
建
築
物
等
は
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

（
１
）
歩
行
者
の
回
遊
性
及
び
利
便
性
を
高
め
る
た
め
に
設
け
る
階
段
等
及
び
こ
れ
ら
に
設
置
す
る
柱
、
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
２
）
地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分

（
３
）
建
築
物
の
出
入
口
に
設
置
す
る
庇
及
び
こ
れ
を
支
え
る
柱

（
４
）
歩
行
者
又
は
施
設
利
用
者
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
庇
、
手
す
り
、
柵
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
５
）
駐
車
場
の
用
に
供
す
る
車
路
の
出
入
口
の
部
分

（
６
）
ガ
ス
供
給
に
係
る
整
圧
器
等
公
益
上
必
要
な
も
の

（
７
）
敷
地
面
積
が
５
０
㎡
以
下
の
建
築
物
の
敷
地
で
区
長
が
敷
地
の
形
態
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
建
築
物

建
築
物
等
の
形
態
又
は

色
彩
そ
の
他
意
匠
の
制

限

１
建
築
物
等
の
形
態
、
意
匠
、
色
彩
は
周
辺
の
環
境
と
調
和
し
た
も
の
と
す
る
。

２
屋
外
広
告
物
を
設
置
す
る
場
合
は
、
周
辺
環
境
と
の
調
和
を
図
り
、
景
観
を
良
好
に
維
持
で
き
る
色
彩
・
構
造
と
す
る
と
と
も
に
、
腐
朽
、
腐

食
、
破
損
し
や
す
い
材
料
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

垣
又
は
柵
の
構
造
の
制

限

道
路
に
面
し
て
設
置
す
る
垣
又
は
柵
は
、
生
垣
又
は
透
視
性
の
あ
る
フ
ェ
ン
ス
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
0.
6
ｍ
以
下
の

部
分
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

建
築
物
の
緑
化
率
の

最
低
限
度

5
,
00
0
㎡
以
上
の
敷
地
で
建
築
行
為
を
行
う
場
合
、
１
．
５
／
１
０

５



こ
の
地
図
は
、
東
京
都
知
事
の
承
諾
を
受
け
て
、
東
京
都
縮
尺
2,
50
0
分
の
1
地
形
図
を
使
用
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
無
断
複
製
を
禁
ず
る
。

（
承
認
番
号
）
MM
T
利
許
第
04
-K
1
14
-1
号

令
和
4
年
6
月
24
日

（
承
認
番
号
）
４
都
市
基
街
都
第
12
5
号

令
和
4
年
7
月
4
日

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画

上
高
田
四
丁
目
１
７
番
～
１
９
番
地
区
地
区
計
画

位
置
図

〔
中
野
区
決
定
〕

6



こ
の
地
図
は
、
東
京
都
知
事
の
承
諾
を
受
け
て
、
東
京
都
縮
尺
2,
5
00
分
の
1
地
形
図
を
使
用
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
無
断
複
製
を
禁
ず
る
。

（
承
認
番
号
）
MM
T
利
許
第
0
4-
K
11
4
-1
号

令
和
4
年
6
月
24
日

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画

上
高
田
四
丁
目
１
７
番
～
１
９
番
地
区
地
区
計
画

計
画
図
１

〔
中
野
区
決
定
〕

７



こ
の
地
図
は
、
東
京
都
知
事
の
承
諾
を
受
け
て
、
東
京
都
縮
尺
2,
5
00
分
の
1
地
形
図
を
使
用
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
無
断
複
製
を
禁
ず
る
。

（
承
認
番
号
）
MM
T
利
許
第
0
4-
K
11
4
-1
号

令
和
4
年
6
月
24
日

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画

上
高
田
四
丁
目
１
７
番
～
１
９
番
地
区
地
区
計
画

計
画
図
２

〔
中
野
区
決
定
〕

８



こ
の
地
図
は
、
東
京
都
知
事
の
承
諾
を
受
け
て
、
東
京
都
縮
尺
2,
5
00
分
の
1
地
形
図
を
使
用
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
無
断
複
製
を
禁
ず
る
。

（
承
認
番
号
）
MM
T
利
許
第
0
4-
K
11
4
-1
号

令
和
4
年
6
月
24
日

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画

上
高
田
四
丁
目
１
７
番
～
１
９
番
地
区
地
区
計
画

計
画
図
３

〔
中
野
区
決
定
〕

９



こ
の
地
図
は
、
東
京
都
知
事
の
承
諾
を
受
け
て
、
東
京
都
縮
尺
2,
5
00
分
の
1
地
形
図
を
使
用
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
無
断
複
製
を
禁
ず
る
。

（
承
認
番
号
）
MM
T
利
許
第
0
4-
K
11
4
-1
号

令
和
4
年
6
月
24
日

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画

上
高
田
四
丁
目
１
７
番
～
１
９
番
地
区
地
区
計
画
方
針
附
図

〔
中
野
区
決
定
〕

１０


